
項番 減免が適用される条件 減免摘要期間 減免割合 提出いただく書類

2

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく経営革新計画

の承認を受けた県内中小企業者が実施する計画承認に係る研究開発のため

の試験等

承認された期間 50%

・承認書の写し

・計画書の写し

・減免申請書

4
「創造的新技術研究開発計画認定要綱」に基づく創造的新技術研究開発計

画の認定を受けた県内中小企業が実施する計画認定に係る試験等
認定された期間 50%

・認定書の写し

・認定期間が確認できる書類

・減免申請書

7
「かながわイノベーション戦略的支援事業」として事業認定を受けた県内

の中小企業者が実施する当該認定に係る試験等
認定された期間 50%

・認定書の写し

・計画書の写し

・減免申請書

8
「神奈川県企業立地支援事業（セレクト神奈川ＮＥＸＴ）認定要綱」に基

づく事業認定を受けた県内の中小企業者が実施する当該認定に係る試験等

５年間

（認定日から起算して5年間）
50%

・認定書の写し

・計画書の写し

・減免申請書

「減免申請書」はKISTEC海老名本部事業化支援部支援企画課にお問合せください。

依頼試験（KISTEC事業：試験計測）及び機器使用における料金の減免について




